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【手続補正書】
【提出日】平成28年10月14日(2016.10.14)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３１】
　ここで仮に、上記部分エッチング工程と成膜工程とを交互に行わず、等方性エッチング
工程のみを行って、有機膜をエッチングしたとすると、図２６に示すごとく、有機膜９１
の側面９１２がＸ方向に大きくエッチングされてしまう。そのため、エッチングが必要な
有機膜の厚さ（Ｚ方向寸法）が大きくなるほど、ハードマスク層９２のパターンの、有機
膜９１への転写精度が低下するおそれが高くなる。また、有機膜９１が倒れる可能性もあ
る。しかしながら、本例のように部分エッチング工程と成膜工程とを交互に行えば、側面
１２（図７～図９参照）を保護膜３によって保護しつつエッチングできるため、このよう
な問題が生じにくい。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４８】
　上記工程を行った後、露光現像工程（図２参照）を行い、残部６３０の幅Ｗ１と、抜部
６３１の幅Ｗ２とがそれぞれ５．０μｍとなるようにエッチングパターンを形成した。そ
の後、ＣＦ４ガスを用いたドライエッチング工程を行って、ハードマスク層２をエッチン
グし（図３参照）、次いで、フォトレジスト６３を剥離した（図４参照）。以上の工程を
行うことにより、被処理体１９を製造した。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５１】
　部分エッチング工程の後、チャンバーを真空引きし、保護膜３の原料ガスを導入した（
ステップＳ４）。このステップでは、チャンバー内にＯ２ガスを１．３５×１０－２ｍ３

／ｓで導入し、その後、ＴＭＳ（テトラメチルシラン）を３．３８×１０－３ｍ３／ｓで
導入した。ステップＳ４に次いで、成膜工程（ステップＳ５）を行った。このステップで
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は、チャンバー内の圧力を０．２６６Ｐａにし、被処理体１９の温度を２５±１０℃にし
た。そして、保護膜３を１０ｎｍ形成した。
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